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第１章 電子情報処理組織の使用による費用の請求に関する事項 

       審査支払機関の使用に係る電子計算機と、保険医療機関の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子

情報処理組織を使用した費用の請求を行う場合の電気通信回線及び厚生労働大臣の定める事項並びに方式については

本章の定めるところによる。 

        

１ 電気通信回線 

電気通信回線は、ISDN 回線を利用したダイヤルアップ接続、閉域 IP 網を利用した IP-VPN 接続またはオープンな

ネットワークにおいては IPsec(IETF(Internet Engineering Task Force)において標準とされた、IP(Internet 

Protocol)レベルの暗号化機能。認証や暗号のプロトコル、鍵交換のプロトコル、ヘッダー構造など複数のプロトコ

ルの総称）と IKE(Internet Key Exchange;IPsec で用いるインターネット標準の鍵交換プロトコル)を組み合わせた

接続とする。 

 

２ 厚生労働大臣が定める事項 

診療報酬明細書情報及び診療報酬請求書情報とする。 

 

３ 厚生労働大臣が定める方式 

（１） 記録形式 

ＣＳＶ形式とする。 

 

（２） ファイル構成 

ファイル名を“RECEIPTC”とし、拡張名を“UKE”とする。 

 

（３） 情報表記仕様 

ア 請求ファイルの構成 

ファイルの構成は、次のとおりとする。 

（ア） ファイルは１ボリューム１ファイルとする。 

 

（イ） １ボリュームに収まらないような保険医療機関単位のレセプトは、レセプト単位に分割して別ボリューム

に記録する。 

 

（ウ） ファイルは改行コードにより複数レコードに分割し、レコードの組み合わせにて構成する。 

 

（エ） ファイルは、医療機関情報、レセプト及び診療報酬請求書情報により構成し、保険医療機関（旧総合病院

においては診療科）単位に医療機関情報、レセプト、診療報酬請求書情報の順に記録する。 

 

（オ） 医療機関情報は、医療機関情報レコードにより構成する。 

 

（カ） 診療報酬請求書情報は、診療報酬請求書レコードにより構成する。 

 

（キ） レセプトは、レセプト共通情報、レセプト情報、傷病名情報、摘要情報、症状詳記情報及び臓器提供者レ

セプト情報により構成する。 

 

（ク） レセプト共通情報はレセプト共通レコードにより構成し、当該レセプトの先頭に記録する。 

 

（ケ） レセプト情報は、保険者レコード、公費レコード（複数記録可能）及び国保連固有情報レコード（複数記

録可能）で構成し、レセプト種別毎に必要なレコードを組み合わせてレセプト共通情報の直後に記録する。 

 

（コ） 傷病名情報は、傷病名レコードにより構成する。（複数記録可能） 

 

（サ） 摘要情報は、診療行為レコード、医薬品レコード、特定器材レコード、コメントレコード及び日計表レコ

ードにより構成し、それぞれ複数レコードの記録が可能である。 

 

（シ） 症状詳記情報は、症状詳記レコードにより構成する。（複数記録可能） 

 

（ス） 臓器提供者レセプト情報は、臓器提供医療機関情報レコード、臓器提供者レセプト情報レコード、臓器提

供者請求情報レコード、傷病名レコード、診療行為レコード、医薬品レコード、特定器材レコード、コメン

トレコード、日計表レコード及び症状詳記レコードにより構成し、それぞれ複数レコードの記録が可能であ

る。 

 

（セ） 臓器提供に関するレセプトの場合、臓器受容者に係るレセプト（レセプト共通情報、レセプト情報、傷病

名情報、摘要情報及び症状詳記情報）、臓器提供者に係るレセプト（臓器提供者レセプト情報）の順で記録
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する。 する。 

  

（ソ） 臓器提供者のレセプト情報は診療年月及び入院・入院外別に記録する。 （ソ） 臓器提供者のレセプト情報は診療年月及び入院・入院外別に記録する。 

  

（タ） 同一保険医療機関から臓器提供を受けた場合又は同一種類の臓器移植が行われた場合、臓器提供医療機関

情報レコードの次に臓器提供者レセプト情報レコード、臓器提供者請求情報レコード、臓器提供者に係る傷

病名レコード、臓器提供者に係る摘要情報、臓器提供者に係る症状詳記レコードの順にそれぞれ必要なレコ

ードを記録する。 

（タ） 同一保険医療機関から臓器提供を受けた場合又は同一種類の臓器移植が行われた場合、臓器提供医療機関

情報レコードの次に臓器提供者レセプト情報レコード、臓器提供者請求情報レコード、臓器提供者に係る傷

病名レコード、臓器提供者に係る摘要情報、臓器提供者に係る症状詳記レコードの順にそれぞれ必要なレコ

ードを記録する。 

  

（チ） 複数の保険医療機関から臓器提供を受けた場合又は複数の臓器移植が行われた場合は、それぞれ臓器提供

医療機関情報レコードを臓器提供者レセプト情報の先頭に記録する。 

（チ） 複数の保険医療機関から臓器提供を受けた場合又は複数の臓器移植が行われた場合は、それぞれ臓器提供

医療機関情報レコードを臓器提供者レセプト情報の先頭に記録する。 

  

（ツ） ファイル最終レコードの最終部分は、改行コードの後にファイルの終わりを示す１バイトの文字列（以下

「ＥＯＦコード」という。）を記録する。 

（ツ） ファイル最終レコードの最終部分は、改行コードの後にファイルの終わりを示す１バイトの文字列（以下

「ＥＯＦコード」という。）を記録する。 

  

（テ） レセプトデータを複数ボリュームに分割して記録する場合、医療機関情報レコード及び診療報酬請求書レ

コードのマルチボリューム識別情報に複数ボリューム間の関連付け情報を記録する。 

（テ） レセプトデータを複数ボリュームに分割して記録する場合、医療機関情報レコード及び診療報酬請求書レ

コードのマルチボリューム識別情報に複数ボリューム間の関連付け情報を記録する。 

  

イ 請求ファイル構成イメージ イ 請求ファイル構成イメージ 

請求フ    求フ    ァイル ァイル 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

医療機関情報 

公費 
レコード 
（KO） 

医療機関情

報レコード 

（IR） 

国保連固有
情報レコード

（KH） 

レセプト レセプト ・・・・・・・・・・・・ 

レセプト共

通レコード 

（RE） 

レセプト

情報 

傷病名レ

コード 

（SY） 

診療報酬請求

書レコード 

（GO） 

症状詳記

レコード

（SJ） 

摘要 

情報 

臓器提供者

レセプト 

情報 

保険者 
レコード 
(HO) 

レ
セ
プ
ト

情
報 

診療報酬請求書

情報 

  

  

  

  

  

摘
要 情

報 

コメント
レコード 
（CO） 

特定器材
レコード 
（TO） 

日計表
レコード 
（NI) 

医薬品 
レコード 
（IY） 

診療行為 
レコード 
（SI） 

  

  

  

  

  

  
臓器提供医 

療機関情報

レコード 

（TI） 

臓
器
提
供
者
レ

セ
プ
ト
情
報 

症状詳記

レコード 

（SJ） 

傷病名 

レコード

（SY） 
摘要情報と同様 

臓器提供者

請求情報 

レコード 

（TS） 

臓器提供者

レセプト情

報レコード

（TR） 
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ウ レコード形式 

（ア） レコード形式は可変長レコードとし、各レコードの末尾には改行コードを記録する。 

 

（イ） レコードにおける各項目間は、項目の区切りを示す１バイトの文字列（以下「コンマ」という。）で区切

り識別する。 

 

（ウ） 各項目は最大バイト数を規定するのみとする。項目形式が固定の項目については最大バイト数までの記録

を必須とする。項目形式が可変の項目で記録内容が最大桁数に満たない場合は、有効桁数までの記録として

も差し支えないものとする。 

モード毎の有効桁の判断は次のとおりとする。 

 

モード 有  効  桁  の  判  断 

数字モード 上位桁のゼロを除いた数字 

英数モード 有効文字以降に継続する“英数スペース”を除いた英数文字 

英数モード 

（小数点付き数字） 

上位桁のゼロ及び小数点以下の下位桁のゼロを除いた数字（小数

点以下が全てゼロの場合は小数点も除く） 

漢字モード 有効文字以降に継続する“漢字スペース”を除いた漢字文字 

 

（エ） レコードの種類は、医療機関情報（医療機関情報レコード）、レセプト共通情報（レセプト共通レコー

ド）、レセプト情報（保険者レコード、公費レコード及び国保連固有情報レコード）、傷病名情報（傷病名

レコード）、摘要情報（診療行為レコード、医薬品レコード、特定器材レコード、コメントレコード及び日

計表レコード）、症状詳記情報（症状詳記レコード）、臓器提供者レセプト情報（臓器提供医療機関情報レ

コード、臓器提供者レセプト情報レコード、臓器提供者請求情報レコード、傷病名レコード、診療行為レコ

ード、医薬品レコード、特定器材レコード、コメントレコード、日計表レコード及び症状詳記レコード）及

び診療報酬請求書情報（診療報酬請求書レコード）とする。 
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（オ） 各レコードの先頭にはレコードの識別情報を記録する。 

レ コ ー ド 種 別 ﾓｰﾄﾞ ﾊﾞｲﾄ 識別情報 備     考 

医療機関情報レコード ＩＲ 保険医療機関単位データの先頭に記録必須 

レセプト共通レコード ＲＥ レセプト単位データの先頭に記録必須 

保険者レコード ＨＯ 医療保険レセプトの場合に記録 

公費レコード ＫＯ 公費負担医療レセプトの場合に記録 

レ
セ
プ
ト
情
報 国保連固有情報レコード ＫＨ 国保連固有情報の場合に記録 

傷病名レコード ＳＹ 傷病名を記録 

診療行為レコード ＳＩ 診療行為を記録 

医薬品レコード ＩＹ 医薬品を記録 

特定器材レコード ＴＯ 特定器材を記録 

コメントレコード ＣＯ コメントを記録 

摘 

要 

情 

報 

日計表レコード ＮＩ 摘要情報の日毎の回数を記録 

症状詳記レコード ＳＪ 症状詳記を記録 

臓器提供医療機関情報レ

コード 
ＴＩ 臓器提供医療機関単位データの先頭に記録必須 

臓器提供者レセプト情報

レコード 
ＴＲ 臓器提供者レセプト単位データの先頭に記録必須 

臓器提供者請求情報レコ

ード 
ＴＳ 臓器提供者レセプトの請求情報として記録必須 

傷病名レコード ＳＹ 傷病名を記録 

診療行為レコード ＳＩ 診療行為を記録 

医薬品レコード ＩＹ 医薬品を記録 

特定器材レコード ＴＯ 特定器材を記録 

コメントレコード ＣＯ コメントを記録 

日計表レコード ＮＩ 摘要情報の日毎の回数を記録 

臓
器
提
供
者
レ
セ
プ
ト
情
報 

症状詳記レコード ＳＪ 症状詳記を記録 

診療報酬請求書レコード 

英数  ２ 

ＧＯ 医療機関単位データの最後に記録必須 

注 国民健康保険、退職者医療又は後期高齢者医療については、医療保険を国民健康保険、退職者医療又は後期高齢

者医療と読み替える。 

  

（カ） 公費負担医療の併用の場合は公費レコードを複数記録し、「法別番号及び制度の略称表」（診療報酬請求

書等の記載要領）に示す順番により、先順位の公費負担医療を第一公費として最初に記録し、後順位の公費

負担医療を第二公費、第三公費、第四公費として順次記録する。 
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（キ） レセプト情報は、レセプト種別毎に必要なレコードを記録する。 

レセプト種別毎のレセプト情報の記録条件は、次のとおりとする。 

レ セ プ ト 種 別 保険者レコード 公費レコード 

医療保険単独 ○   × 

医療保険と１～４種の公費負担医療の併用 ○ ○（１～４レコード記録） 

公費負担医療単独 × ○（１レコード記録） 

２～４種の公費負担医療の併用 × ○（２～４レコード記録） 

注１ 国民健康保険、退職者医療又は後期高齢者医療については、医療保険を国民健康保険、退職者医療又は後期

高齢者医療と読み替える。 

２ ○は記録必須を、×は記録不可を示す。 

 

エ 内容を表現する文字の符号 

内容を記録する文字の符号は、ＪＩＳⅩ０２０１－１９７６の８単位符号及びＪＩＳⅩ０２０８－１９８３の

附属書１にて規定されているシフト符号化表現（シフトＪＩＳ）によるものとする。 

なお、内容を記録する文字以外の制御符号は、次のとおりとする。 

符号名称 図形記号 １６進数 ﾊﾞｲﾄ数 用       途 

コンマ , (2C) １ 項目の区切りを表現する。 

引用符 " (22) １ 使用しない。 

改行コード  (0D)(0A) ２ レコードの区切りを表現する。 

ＥＯＦコード  (1A) １ ファイルの終わりを表現する。 

注 １６進数は、０から９及びＡからＦを括弧でくくって表現する。 
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（４） 各種レコードの記録要領に関する事項 

モードは入力する文字の種別、最大バイトは項目の最大バイト数、項目形式は項目長が固定長か可変長かを示

す。 

ア 医療機関情報 

（ア） 医療機関情報レコード 

項    目 ﾓｰﾄﾞ 最大 

ﾊﾞｲﾄ 
項目

形式
記  録  内  容 備  考 

レコード識別情報 英数 ２ 固定 “IR”を記録する。 

審査支払機関 数字 １ 固定
審査支払機関コード（別表１）を記録す

る。 

都道府県 数字 ２ 固定
保険医療機関の所在する都道府県コード

（別表２）を記録する。 

点数表 数字 １ 固定
保険医療機関が使用する点数表コード（別

表３）を記録する。 

医療機関コード 数字 ７ 固定
保険医療機関について定められた医療機関

コードを記録する。 

診療科コード 数字 ２ 可変

１ 旧総合病院の場合は、診療科コード（別

表４）を記録する。 

２ 旧総合病院以外の場合は、記録を省略す

る。 

医療機関名称 漢字 ４０ 可変

１ 地方厚生（支）局長に届け出た保険医療

機関の名称を記録する。 

２ 保険医療機関名称が４０バイトに満たな

い場合は、後続する“スペース”を省略し

ても差し支えない。 

請求年月 数字 ５ 固定

１ 請求年月を和暦で年号区分コード（別表

５）を含めた形で記録する。 

２ 数字“GYYMM”の形式で記録する。 

マルチボリューム識別情報 数字 ２ 固定

審査支払機関へ提出するボリューム単位毎

に“00”から昇順に２桁の連続番号を記録す

る。 

電話番号 英数 １５ 可変

１ 保険医療機関の電話番号を記録する。 

２ 電話番号は市外局番、市内局番及び加入

者番号を記録する。この場合において、各

番号の間にはカッコ又はハイフンを用いる

ことができる。 

３ 電話番号が 15 バイトに満たない場合

は、後続する“スペース”を省略しても差

し支えない。 

４ 電話番号の記録は任意であり、記録しな

い場合は記録を省略する。 

 

注 GYYMM の G は年号区分コード（別表５）、YY は和暦年、MM は月を示す。 
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（イ） マルチボリューム識別情報 

マルチボリューム識別情報の記録は、次のとおりとする。 

ａ 旧総合病院以外の保険医療機関の場合 

ボリューム１ 

 

医療機関情報 

“00” 

 

レセプト１ 
 

・・・ 
 

レセプトｘ 
診療報酬

請求書 

情報 

“01” 

ボリューム２ 

 

医療機関情報 

“01” 

 

レセプトｘ+1

 

・・・ 
 

レセプトｙ 
診療報酬

請求書 

情報 

“02” 

ボリューム３ 

 

医療機関情報 

“02” 

 

レセプトｙ+1

 

・・・ 
 

レセプトｚ 
診療報酬

請求書 

情報 

“99” 
注１ 引用符内の数字は、マルチボリューム識別情報を示す。 

２ １レセプトのデータが複数ボリュームにまたがらないように、レセプト単位に分割して記録する。 

 

ｂ 旧総合病院の場合 

ボリューム１ 

 

医療機関情報 

（内科） 

“00” 

 

レセプト 
 

・・・ 
 

レセプト 
診療報酬

請求書 

情報 

（内科）

“01” 

ボリューム２ 

 

医療機関情報 

（内科） 

“01” 

 

レセプト 
 

･･･

 

レセプト

診療報酬

請求書 

情報 

（内科）

“99” 

 

医療機関情報 

（外科） 

“00” 

 

レセプト 
診療報酬

請求書 

情報 

（外科）

“01” 

ボリューム３ 

 

医療機関情報 

（外科） 

“01” 

 

レセプト 
 

・・・ 
 

レセプト 
診療報酬

請求書 

情報 

（外科）

“99” 
注１ 引用符内の数字は、マルチボリューム識別情報を示す。 

２ １レセプトのデータが複数ボリュームにまたがらないように、レセプト単位に分割して記録する。 

３ マルチボリューム識別情報は診療科単位の情報であり、当該診療科の先頭ボリュームからの連続

番号を記録する。 



 

- 8 - 

 

イ レセプト共通情報 

レセプト共通レコード 

項    目 ﾓｰﾄﾞ 最大 

ﾊﾞｲﾄ 
項目

形式
記  録  内  容 備  考 

レコード識別情報 英数 ２ 固定 “RE”を記録する。 

レセプト番号 数字 ６ 可変

１ レコードが属するレセプト番号を記録す

る。 

２ レセプト番号は、レセプト記録順に１か

ら昇順に連続番号を記録する。 

３ 有効桁数が６桁に満たない場合は、有効

桁までの記録としても差し支えない。 

レセプト種別 数字 ４ 固定
レセプト種別コード（別表６）を記録す

る。 

診療年月 数字 ５ 固定

１ 診療年月を和暦で年号区分コード（別表

５）を含めた形で記録する。 

２ 数字“GYYMM”の形式で記録する。 

 

氏名 
英数 

又は 

漢字 
４０ 可変

１ 姓名を記録する。 

２ 姓と名の間に“スペース”を１桁記録す

る。 

３ 姓名が４０バイトに満たない場合は、後

続する"スペース"を省略しても差し支えな

い。 

４ 英数モードと漢字モードの文字を混在し

て記録しない。 

モード毎の桁数は

次のとおりとす

る。 

英数：４０桁 

漢字：２０桁 

男女区分 数字 １ 固定 男女区分コード（別表７）を記録する。 

生年月日 数字 ７ 固定

１ 生年月日を和暦で年号区分コード（別表

５）を含めた形で記録する。 

２ 数字“GYYMMDD”の形式で記録する。 

給付割合 数字 ３ 可変

１ 国民健康保険及び退職者医療の場合、給

付割合を百分率（％）で記録する。 

２ その他の場合 

原則的に記録を省略する。ただし、国民

健康保険の被保険者であるにもかかわら

ず、届出を行わない等の理由により、未だ

被保険者証の交付を受けていない場合であ

って被爆者健康手帳の交付を受けている者

については、“30”又は“030”を記録す

る。 

３ 有効桁数が３桁に満たない場合は、有効

桁までの記録としても差し支えない。 

入院年月日 数字 ７ 可変

１ 入院年月日を和暦で年号区分コード（別

表５）を含めた形で記録する。 

２ 数字“GYYMMDD”の形式で記録する。 

３ 入院レセプト以外の場合は、記録を省略

する。 
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項    目 ﾓｰﾄﾞ 最大 

ﾊﾞｲﾄ 
項目

形式
記  録  内  容 備  考 

病棟区分 英数 ８ 可変

１ 当該患者が入院している病院又は病棟の

種類に該当する場合のみ、病棟区分コード

（別表８）を記録する。 

２ 月途中で異なる病棟区分に移動した場合

は、移動した順に記録する。ただし、最大

４つまでの記録を限度とする。 

３ 記録する際には、必ず２の倍数のバイト

数となる。 

４ 記録する病棟区分が８バイトに満たない

場合は、後続する“スペース”を省略して

も差し支えない。 

５ その他の場合は、記録を省略する。 

一部負担金・食事療養費・

生活療養費標準負担額区分
数字 １ 可変

１ 一部負担金額並びに食事療養費又は生活

療養費に係る標準負担額について、限度額

適用・標準負担額減額認定証等の交付を受

けている者の場合は、一部負担金・食事療

養費・生活療養費標準負担額区分コード

（別表９）を記録する。 

２ その他の場合は、記録を省略する。 

レセプト特記事項 英数 １０ 可変

１ 特記事項が必要な場合は、レセプト特記

事項コード（別表１０）を順次、記録す

る。ただし、最大５つまでの記録を限度と

する。 

２ 記録する際には、必ず２の倍数のバイト

数となる。 

３ 記録するレセプト特記事項が１０バイト

に満たない場合は、後続する“スペース”

を省略しても差し支えない。 

４ その他の場合は、記録を省略する。 

病床数 数字 ４ 可変

１ 病床数が必要な場合は当該病床数を記録

する。 

２ 有効桁数が４桁に満たない場合は、有効

桁までの記録としても差し支えない。 

３ その他の場合は、記録を省略する。 

 

カルテ番号等 英数 ２０ 可変

１ カルテ番号又は患者ＩＤ番号等を記録す

る。 

２ 記録するカルテ番号又は患者ＩＤ番号等

が２０バイトに満たない場合は、後続する

“スペース”を省略しても差し支えない。 

３ カルテ番号又は患者ＩＤ番号等の記録は

任意であり、記録しない場合は記録を省略

する。 

コンマと引用符は

内容を記録する文

字として使用でき

ないため、記録し

ない。 
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項    目 ﾓｰﾄﾞ 
最大 

ﾊﾞｲﾄ 

項目

形式
記  録  内  容 備  考 

割引点数単価 数字 ２ 可変

１ 保険者と保険医療機関との間等で割引契

約が締結されている場合は、割引点数単価

を記録する。 

２ 有効桁数が２桁に満たない場合は、有効

桁までの記録としても差し支えない。 

３ その他の場合は、記録を省略する。 

予備 数字 １ 可変 記録を省略する。 

予備 数字 １ 可変 記録を省略する。 

個別診療科 数字 ２ 可変

１ 旧総合病院又は旧総合病院以外の保険医

療機関で診療科別に記録する場合は、診療

科コードを記録することができる。 

２ 個別診療科の記録は任意であり、記録し

ない場合は記録を省略する。 

 

検索番号 数字 ３０ 可変

１ 検索番号を記録する。 

  （１７～３０桁で構成する。） 

２ 一次請求の場合は、記録を省略する。 

審査支払機関から

返戻される返戻フ

ァイル及び審査支

払機関に再請求す

る再請求ファイル

に記録する。 

記録条件仕様年月情報 数字 ５ 可変

１ 記録条件仕様公表年月を“GYYMM”の形

式で記録する。 

２ 一次請求又は再請求の場合は、記録を省

略する。ただし、履歴管理ブロックの履歴

請求データについては、審査支払機関で記

録されたままとする。 

請求情報 

英数 

又は 

漢字 

４０ 可変

１ 保険医療機関固有の情報を記録する。 

２ 有効桁数が４０バイトに満たない場合

は、有効桁までの記録としても差し支えな

い。 

３ 英数モードと漢字モードの文字を混在し

て記録しない。 

４ 請求情報の記録は任意であり、記録しな

い場合は記録を省略する。 

 

予備 数字 ２ 可変

１ 別に定める医療法診療科コード（別表１

１）を記録する。 

２ 医療法診療科を定めない場合は、記録を

省略する。 

予備 数字 ３ 可変

１ 別に定める医療法診療科コード１（別表

１２）を記録する。 

２ 医療法診療科１を定めない場合は、記録

を省略する。 

予備 数字 ３ 可変

１ 別に定める医療法診療科コード２（別表

１３）を記録する。 

２ 医療法診療科２を定めない場合は、記録

を省略する。 

予備 数字 ３ 可変

１ 別に定める医療法診療科コード３（別表

１４）を記録する。 

２ 医療法診療科３を定めない場合は、記録

を省略する。 

予備 数字 ３ 可変

１ 別に定める医療法診療科コード４（別表

１５）を記録する。 

２ 医療法診療科４を定めない場合は、記録

を省略する。 

当分の間記録を省

略する。 

注 GYYMM(DD)の G は年号区分コード（別表５）、YY は和暦年、MM は月、DD は日を示す。 
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ウ レセプト情報 

（ア） 保険者レコード 

項    目 ﾓｰﾄﾞ 最大 

ﾊﾞｲﾄ 
項目

形式
記  録  内  容 備  考 

レコード識別情報 英数 ２ 固定 “HO”を記録する。 

保険者番号 英数 ８ 固定

１ 保険者番号を記録する。 

２ ８桁以内で設定された保険者番号につい

ては、右づめに記録し残りは“スペース”

を記録する。 

 

被保険者証（手帳）等の 

記号 

英数 

又は 

漢字 
４０ 可変

１ 健康保険被保険者証、船員保険被保険者

証、船員保険被扶養者証、受給資格者票及

び国民健康保険被保険者証等の「記号及び

番号」欄の記号を左づめに記録する。 

２ ３８バイトまでの記録とする。 

３ 記録する記号が３８バイトに満たない場

合は、後続する“スペース”を省略しても

差し支えない。 

４ 英数モードと漢字モードの文字を混在し

て記録しない。 

５ 英数モードで記録する場合は、有効桁数

を最大１９桁以内で記録する。 

６ 番号のみ設定されている場合は、記録を

省略する。 

番号の記録バイト

数と合せて３８バ

イト（１９桁）以

内とする。 

被保険者証（手帳）等の 

番号 

英数 

又は 

漢字 
４０ 可変

１ 健康保険被保険者証、船員保険被保険者

証、船員保険被扶養者証、受給資格者票及

び国民健康保険被保険者証等の「記号及び

番号」欄の番号を左づめに記録する。 

２ 後期高齢者被保険者証の被保険者番号を

左づめに記録する。 

３ ３８バイトまでの記録とする。 

４ 記録する番号が３８バイトに満たない場

合は、後続する“スペース”を省略しても

差し支えない。 

５ 英数モードと漢字モードの文字を混在し

て記録しない。 

６ 英数モードで記録する場合は、有効桁数

を最大１９桁以内で記録する。 

記号の記録バイト

数と合せて３８バ

イト（１９桁）以

内とする。 

診療実日数 数字 ２ 可変

１ 医療保険、国民健康保険、退職者医療又

は後期高齢者医療の診療実日数を記録す

る。 

２ 有効桁数が２桁に満たない場合は、有効

桁までの記録としても差し支えない。 

合計点数 数字 ８ 可変

１ 医療保険、国民健康保険、退職者医療又

は後期高齢者医療の合計点数を記録する。 

２ 有効桁数が８桁に満たない場合は、有効

桁までの記録としても差し支えない。 

予備 数字 ５ 可変 記録を省略する。 
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項    目 ﾓｰﾄﾞ 最大 

ﾊﾞｲﾄ 
項目

形式
記  録  内  容 備  考 

回数 数字 ２ 可変

１ 医療保険、国民健康保険、退職者医療又

は後期高齢者医療の食事療養及び生活療養

費の食事回数を記録する。 

２ 有効桁数が２桁に満たない場合は、有効

桁までの記録としても差し支えない。 

３ 入院外レセプトの場合は、記録を省略す

る。 

食
事
療
養
・
生
活
療
養 

合計金額 数字 ８ 可変

１ 医療保険、国民健康保険、退職者医療又

は後期高齢者医療の食事療養及び生活療養

の合計金額を記録する。 

２ 有効桁数が８桁に満たない場合は、有効

桁までの記録としても差し支えない。 

３ 入院外レセプトの場合は、記録を省略す

る。 

職務上の事由 数字 １ 可変

１ 船員保険の被保険者については、職務上

の取扱いとなる場合のみ職務上の事由コー

ド（別表１６）を記録する。 

２ 共済組合の船員組合員については、下船

後３月以内の傷病で職務上の取扱いとなる

場合のみ職務上の事由コード（別表１６）

を記録する。 

３ その他の場合は、記録を省略する。 

証明書番号 数字 ３ 可変

１ 国民健康保険及び退職者医療の場合で

「国民健康保険一部負担金減額、免除、徴

収猶予証明書」に証明書番号が記入されて

いるものについては、証明書番号を記録す

る。 

２ 有効桁数が３桁に満たない場合は、有効

桁までの記録としても差し支えない。 

３ その他の場合は、記録を省略する。 

 

医療保険 数字 ９ 可変

１ 入院における負担金額又は入院外におけ

る一部負担金額が必要な場合は当該金額を

記録する。 

２ 有効桁数が９桁に満たない場合は、有効

桁までの記録としても差し支えない。 

３ その他の場合は、記録を省略する。 

減免区分 数字 １ 可変

１ 「一部負担金減額、免除、徴収猶予証明

書」の交付を受けた者の場合は、減免区分

コード（別表１７）を記録する。 

２ 広域連合長から一部負担金の減額、免除

及び徴収猶予を受けた者の場合は、減免区

分コード（別表１７）を記録する。 

３ その他の場合は、記録を省略する。 

減額割合 数字 ３ 可変

１ 減額割合を百分率（％）で記録する。 

２ 有効桁数が３桁に満たない場合は、有効

桁までの記録としても差し支えない。 

３ その他の場合は、記録を省略する。 

負 

 

 

 

 

担 

 

 

 

 

金 

 

 

 

 

額 

減額金額 数字 ６ 可変

１ 減額金額を記録する。 

２ 有効桁数が６桁に満たない場合は、有効

桁までの記録としても差し支えない。 

３ その他の場合は、記録を省略する。 
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（イ） 公費レコード 

項    目 ﾓｰﾄﾞ 最大 

ﾊﾞｲﾄ 
項目

形式
記  録  内  容 備  考 

レコード識別情報 英数 ２ 固定 “KO”を記録する。 

負担者番号 英数 ８ 固定
医療券等に記入されている公費負担者番号

８桁を記録する。 

受給者番号 数字 ７ 可変

１ 医療券等に記入されている受給者番号７

桁を記録する。 

２ 受給者番号が７桁に満たない場合は、先

頭から“０”を記録し、７桁で記録する。 

３ 医療観察法（法別３０）の場合は、記録

を省略する。 

公 

費 

負 

担 

医 

療 

任意給付区分 数字 １ 可変

１ 国民健康保険又は退職者医療の場合公費

負担者に任意給付があるときは、“1”を

記録する。 

２ その他の場合は、記録を省略する。 

診療実日数 数字 ２ 可変

１ 公費負担医療の診療実日数を記録する。 

２ 有効桁数が２桁に満たない場合は、有効

桁までの記録としても差し支えない。 

合計点数 数字 ８ 可変

１ 公費の合計点数を記録する。 

２ 有効桁数が８桁に満たない場合は、有効

桁までの記録としても差し支えない。 

公費 数字 ８ 可変

１ 医療券等に記入されている公費負担医療

に係る患者の負担額を記録する。 

２ 有効桁数が８桁に満たない場合は、有効

桁までの記録としても差し支えない。 

３ 公費負担医療に係る患者の負担額がない

場合は、記録を省略する。 

公費給付対象 

外来一部負担金 数字 ６ 可変

１ 医療保険と公費負担医療併用又は後期高

齢者医療と公費負担医療併用であって、外

来一部負担金相当額を公費負担医療が給付

する場合において、当該外来一部負担金相

当額の一部を公費負担医療が給付するとき

は、公費負担医療に係る給付対象額を記録

する。 

２ 有効桁数が６桁に満たない場合は、有効

桁までの記録としても差し支えない。 

３ その他の場合は、記録を省略する。 

負 

 

 

 

 

 

担 

 

 

 

 

 

金 

 

 

 

 

 

額 公費給付対象 

入院一部負担金 
数字 ６ 可変

１ 医療保険と公費負担医療併用又は後期高

齢者医療と公費負担医療併用であって、入

院一部負担金相当額を公費負担医療が給付

する場合において、当該入院一部負担金相

当額の一部を公費負担医療が給付するとき

は、公費負担医療に係る給付対象額を記録

する。 

２ 有効桁数が６桁に満たない場合は、有効

桁までの記録としても差し支えない。 

３ その他の場合は、記録を省略する。 
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項    目 ﾓｰﾄﾞ 最大 

ﾊﾞｲﾄ 
項目

形式
記  録  内  容 備  考 

予備 数字 ５ 可変 記録を省略する。 

回数 数字 ２ 可変

１ 公費の食事療養及び生活療養の食事回数

を記録する。 

２ 有効桁数が２桁に満たない場合は、有効

桁までの記録としても差し支えない。 

３ レセプト種別が入院外の場合は、記録を

省略する。 

食
事
療
養
・
生
活
療
養 合計金額 数字 ８ 可変

１ 公費の食事療養及び生活療養の合計金額

を記録する。 

２ 有効桁数が８桁に満たない場合は、有効

桁までの記録としても差し支えない。 

３ レセプト種別が入院外の場合は、記録を

省略する。 

 

 

 

（ウ） 国保連固有情報レコード 

項    目 ﾓｰﾄﾞ 最大 

ﾊﾞｲﾄ 
項目

形式
記  録  内  容 備  考 

レコード識別情報 英数 ２ 固定 “KH”を記録する。 

国保連固有情報 

英数 

又は 

漢字 
100 可変

１ 任意のフォーマットとする。 

２ 全体で１００バイトとする。 

 

 



 

- 15 -

 

 

エ 傷病名情報 

傷病名レコード 

項    目 ﾓｰﾄﾞ 最大 

ﾊﾞｲﾄ 
項目

形式
記  録  内  容 備  考 

レコード識別情報 英数 ２ 固定 “SY”を記録する。 

傷病名コード 数字 ７ 固定

１ 別に定める傷病名コードを記録する。 

２ 未コード化傷病名については“0000999

”を記録する。 

診療開始日 数字 ７ 固定

１ 保険診療を開始した年月日を和暦で年号

区分コード（別表５）を含めた形で記録す

る。 

２ 数字“GYYMMDD”の形式で記録する。 

転帰区分 数字 １ 固定
該当する転帰区分コード（別表１８）を記

録する。 

修飾語コード 英数 ８０ 可変

１ 傷病名コードで規定している傷病名に接

頭語又は接尾語を必要とする場合は、別に

定める修飾語コードを順に記録すること。

ただし、最大２０個までの記録を限度とす

る。 

２ 記録する際には、必ず４の倍数のバイト

数となる。 

３ 記録する修飾語コードが８０バイトに満

たない場合は、後続する“スペース”を省

略しても差し支えない。 

４ その他の場合は、記録を省略する。 

傷病名称 漢字 ４０ 可変

１ 未コード化傷病名の場合は、当該傷病名

を記録する。 

２ 傷病名称が４０バイトに満たない場合

は、後続する“スペース”を省略しても差

し支えない。 

３ その他の場合は、記録を省略する。 

主傷病 数字 ２ 可変

１ 主傷病の場合は、主傷病コード（別表１

９）を記録する。 

２ その他の場合は、記録を省略する。 

補足コメント 漢字 ４０ 可変

１ 傷病名に対する補足コメントが必要な場

合に記録する。 

２ その他の場合は、記録を省略する。 

 

注 GYYMMDD の G は年号区分コード（別表５）、YY は和暦年、MM は月、DD は日を示す。 
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オ 摘要情報 

（ア） 診療行為レコード 

項    目 ﾓｰﾄﾞ 最大 

ﾊﾞｲﾄ 
項目

形式
記  録  内  容 備  考 

レコード識別情報 英数 ２ 固定 “SI”を記録する。 

診療識別 数字 ２ 可変

１ 診療識別コード（別表２０）を記録す

る。 

２ 診療識別を必要としない診療行為の場合

は、記録を省略する。 

負担区分 英数 １ 固定 負担区分コード（別表２１）を記録する。 

診療行為コード 数字 ９ 固定 別に定める診療行為コードを記録する。 

数量データ 数字 ８ 可変

１ 数量データを必要とする診療行為の場合

は、診療行為コードで規定している単位で

整数値を記録する。 

２ 有効桁数が８桁に満たない場合は、有効

桁までの記録としても差し支えない。 

３ 数量データを必要としない診療行為の場

合は、記録を省略する。 

点数 数字 ７ 可変

１ 診療行為の点数又は金額を記録する。 

２ 有効桁数が７桁に満たない場合は、有効

桁までの記録としても差し支えない。 

３ 点数又は金額を記録しない場合は、記録

を省略する。 

回数 数字 ３ 可変

１ 診療行為の回数を記録する。 

２ 有効桁数が３桁に満たない場合は、有効

桁までの記録としても差し支えない。 

３ 回数を記録しない場合は、記録を省略す

る。 

 

コメントコード 数字 ９ 可変

① 

文字データ 漢字 100 可変

コメントコード 数字 ９ 可変

② 

文字データ 漢字 100 可変

コメントコード 数字 ９ 可変

コ 

メ 

ン 

ト 

③ 

文字データ 漢字 100 可変

１ コメントが必要な場合、別に定めるコメ

ントコードと文字データを順次、対で記録

する。 

２ 文字データは対となるコメントコードに

対応して、文字情報、数字情報又は別に定

める修飾語コードを記録する。 

３ 文字データの記録を要しないコメントコ

ードの場合は、文字データの記録を省略す

る。 

４ 記録する文字データが１００バイトに満

たない場合は、後続する“スペース”を省

略しても差し支えない。 

５ 修飾語コードを記録する場合、最大５コ

ードまでを前詰めで記録する。 

６ コメントを記録しない場合は、コメント

コードと文字データの記録を省略する。 

コメントが３対に

満たない場合は、

①より順次記録す

る。 
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（イ） 医薬品レコード 

項    目 ﾓｰﾄﾞ 最大 

ﾊﾞｲﾄ 
項目

形式
記  録  内  容 備  考 

レコード識別情報 英数 ２ 固定 “IY”を記録する。 

診療識別 数字 ２ 可変

１ 診療識別コード（別表２０）を記録す

る。 

２ 診療識別を必要としない医薬品の場合

は、記録を省略する。 

負担区分 英数 １ 固定 負担区分コード（別表２１）を記録する。 

医薬品コード 数字 ９ 固定 別に定める医薬品コードを記録する。 

使用量 英数 １１ 可変

１ 医薬品の使用量は、整数部５桁、小数部

５桁として、整数部と小数部は小数点で区

切り記録する。 

２ 有効桁数が１１桁に満たない場合は、有

効桁までの記録としても差し支えない。 

３ 使用量を記録しない場合は、記録を省略

する。 

点数 数字 ７ 可変

１ 医薬品の点数を記録する。 

２ 有効桁数が７桁に満たない場合は、有効

桁までの記録としても差し支えない。 

３ 点数を記録しない場合は、記録を省略す

る。 

回数 数字 ３ 可変

１ 医薬品の回数を記録する。 

２ 有効桁数が３桁に満たない場合は、有効

桁までの記録としても差し支えない。 

３ 回数を記録しない場合は、記録を省略す

る。 

 

コメントコード 数字 ９ 可変

① 

文字データ 漢字 100 可変

コメントコード 数字 ９ 可変

② 

文字データ 漢字 100 可変

コメントコード 数字 ９ 可変

コ 

メ 

ン 

ト 

③ 

文字データ 漢字 100 可変

１ コメントが必要な場合、別に定めるコメ

ントコードと文字データを順次、対で記録

する。 

２ 文字データは対となるコメントコードに

対応して、文字情報、数字情報又は別に定

める修飾語コードを記録する。 

３ 文字データの記録を要しないコメントコ

ードの場合は、文字データの記録を省略す

る。 

４ 記録する文字データが１００バイトに満

たない場合は、後続する“スペース”を省

略しても差し支えない。 

５ 修飾語コードを記録する場合、最大５コ

ードまでを前詰めで記録する。 

６ コメントを記録しない場合は、コメント

コードと文字データの記録を省略する。 

コメントが３対に

満たない場合は、

①より順次記録す

る。 
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（ウ） 特定器材レコード 

項    目 ﾓｰﾄﾞ 最大 

ﾊﾞｲﾄ 
項目

形式
記  録  内  容 備  考 

レコード識別情報 英数 ２ 固定 “TO”を記録する。 

診療識別 数字 ２ 可変

１ 診療識別コード（別表２０）を記録す

る。 

２ 診療識別を必要としない特定器材の場合

は、記録を省略する。 

負担区分 英数 １ 固定 負担区分コード（別表２１）を記録する。 

特定器材コード 数字 ９ 固定

１ 別に定める特定器材コードを記録する。 

２  未コード化特定器材については“

777770000”を記録する。 

使用量 英数 ９ 可変

１ 特定器材の使用量は、整数部５桁、小数

部３桁として、整数部と小数部は小数点で

区切り記録する。 

２ 有効桁数が９桁に満たない場合は、有効

桁までの記録としても差し支えない。 

３ 酸素の補正率等使用量がない場合は、記

録を省略する。 

点数 数字 ７ 可変

１ 特定器材の点数を記録する。 

２ 有効桁数が７桁に満たない場合は、有効

桁までの記録としても差し支えない。 

３ 点数を記録しない場合は、記録を省略す

る。 

回数 数字 ３ 可変

１ 特定器材の回数を記録する。 

２ 有効桁数が３桁に満たない場合は、有効

桁までの記録としても差し支えない。 

３ 回数を記録しない場合は、記録を省略す

る。 

単位コード 数字 ３ 可変

１ 特定器材単位コード（別表２２）を記録

する。 

２ 単位が規定されている特定器材コードの

場合は、記録を省略しても差し支えない。 

３ 酸素の補正率等使用量がない場合は、記

録を省略する。 

単価 英数 １１ 可変

１ 材料価格は、整数部８桁、小数部２桁と

して、整数部と小数部は小数点で区切り記

録する。 

２ 有効桁数が１１桁に満たない場合は、有

効桁までの記録としても差し支えない。 

３ 単価が規定されている特定器材コードの

場合は、記録を省略しても差し支えない。 

４ 酸素の補正率等単価がない場合は、記録

を省略する。 

特定器材名称 漢字 ４０ 可変

１ 未コード化特定器材の場合は、告示名を

記録する。 

２ 別に定める特定器材コードの場合は、記

録を省略する。 

３ 特定器材名称が４０バイトに満たない場

合は、後続する“スペース”を省略しても

差し支えない。 
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項    目 ﾓｰﾄﾞ 最大 

ﾊﾞｲﾄ 
項目

形式
記  録  内  容 備  考 

商品名及び規格又はサイズ 漢字 300 可変

１ 商品名及び規格又はサイズを記録する。 

２ 商品名及び規格又はサイズが 300 バイト

に満たない場合は、後続する“スペース”

を省略しても差し支えない。 

 

コメントコード 数字 ９ 可変

① 

文字データ 漢字 100 可変

コメントコード 数字 ９ 可変

② 

文字データ 漢字 100 可変

コメントコード 数字 ９ 可変

コ 

メ 

ン 

ト 

③ 

文字データ 漢字 100 可変

１ コメントが必要な場合、別に定めるコメ

ントコードと文字データを順次、対で記録

する。 

２ 文字データは対となるコメントコードに

対応して、文字情報、数字情報又は別に定

める修飾語コードを記録する。 

３ 文字データの記録を要しないコメントコ

ードの場合は、文字データの記録を省略す

る。 

４ 記録する文字データが１００バイトに満

たない場合は、後続する“スペース”を省

略しても差し支えない。 

５ 修飾語コードを記録する場合、最大５コ

ードまでを前詰めで記録する。 

６ コメントを記録しない場合は、コメント

コードと文字データの記録を省略する。 

コメントが３対に

満たない場合は、

①より順次記録す

る。 
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（エ） コメントレコード 

項    目 ﾓｰﾄﾞ 最大 

ﾊﾞｲﾄ 
項目

形式
記  録  内  容 備  考 

レコード識別情報 英数 ２ 固定 “CO”を記録する。 

診療識別 数字 ２ 可変

１ 診療識別コード（別表２０）を記録す

る。 

２ 診療識別を必要としないコメントの場合

は、記録を省略する。 

負担区分 英数 １ 固定 負担区分コード（別表２１）を記録する。 

コメントコード 数字 ９ 固定 別に定めるコメントコードを記録する。 

文字データ 漢字 ７６ 可変

１ 各コメントコードに対応して、文字情

報、数字情報又は別に定める修飾語コード

を記録する。 

２ 文字データの記録を要しないコメントコ

ードの場合は、記録を省略する。 

３ 記録する文字データが７６バイトに満た

ない場合は、後続する“スペース”を省略

しても差し支えない。 

 

 

 

（オ） 日計表レコード 

項    目 ﾓｰﾄﾞ 
最大 

ﾊﾞｲﾄ 

項目

形式
記  録  内  容 備 考 

レコード識別情報 英数 ２ 固定  “NI”を記録する。 

 １日の情報 数字 ３ 可変

１ 回数を記録する。 

２ 回数を記録しない場合は、記録を省略す

る。 

 ２日の情報 数字 ３ 可変

１ 回数を記録する。 

２ 回数を記録しない場合は、記録を省略す

る。 

 ３日の情報 数字 ３ 可変

１ 回数を記録すること。 

２ 回数を記録しない場合は、記録を省略す

る。 

 ４日の情報 

～ 

２８日の情報 

    

２９日の情報 数字 ３ 可変

１ 回数を記録する。 

２ 回数を記録しない場合は、記録を省略す

る。 

３０日の情報 数字 ３ 可変

１ 回数を記録する。 

２ 回数を記録しない場合は、記録を省略す

る。 

３１日の情報 数字 ３ 可変

１ 回数を記録する。 

２ 回数を記録しない場合は、記録を省略す

る。 

 

 注 摘要情報（医薬品レコード）の点数及び回数が記録されているレコードの次に記録する。 
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カ 症状詳記情報 

症状詳記レコード 

項    目 ﾓｰﾄﾞ 
最大 

ﾊﾞｲﾄ 

項目

形式
記  録  内  容 備 考 

レコード識別情報 英数 ２ 固定  “SJ”を記録する。 

症状詳記区分 数字 ２ 可変

１ 症状詳記区分コード（別表２３）を記録

する。 

２ 同一症状詳記区分の症状詳記データを複

数レコードにまたがって記録する場合は、

後続レコードの症状詳記区分の記録を省略

する。 

症状詳記データ 漢字 2400 可変

１ 症状詳記を記録することができる。 

２ 記録する文字データが２４００バイトに

満たない場合は、後続する“スペース”を

省略しても差し支えない。 

 

注１ 同一の症状詳記区分を複数記録する場合は、症状詳記の順に記録する。 

２ 症状詳記データ内で段落を分ける場合は、段落ごとに複数の症状詳記レコードに分けて記録する。 

 

キ 臓器提供者レセプト情報 

（ア） 臓器提供医療機関情報レコード 

項    目 ﾓｰﾄﾞ 
最大 

ﾊﾞｲﾄ 

項目

形式
記  録  内  容 備  考 

レコード識別情報 英数 ２ 固定 “TI”を記録する。 

臓器提供区分 数字 １ 固定
臓器提供区分コード（別表２４）を記録す

る。 

臓器提供医療機関区分 数字 １ 固定
臓器提供医療機関区分コード（別表２５）

を記録する。 

都道府県 数字 ２ 可変

１ 保険医療機関の所在する都道府県コード

（別表２）を記録する。 

２ 臓器提供医療機関区分が“1”の場合は、

記録を省略する。 

点数表 数字 １ 可変

１ 保険医療機関が使用する点数表コード

（別表３）を記録する。 

２ 臓器提供医療機関区分が“1”の場合は、

記録を省略する。 

医療機関コード 数字 ７ 可変

１ 保険医療機関について定められた医療機

関コードを記録する。 

２ 臓器提供医療機関区分が“1”の場合は、

記録を省略する。 

診療科コード 数字 ２ 可変

１ 臓器提供医療機関が旧総合病院の場合

は、診療科コード（別表４）を記録する。

ただし、臓器提供医療機関区分が“1”の場

合であって、かつ同一の診療科である場合

は、記録を省略する。 

２ 旧総合病院以外の場合は、記録を省略す

る。 

医療機関名称 漢字 ４０ 可変

１ 地方厚生（支）局長に届け出た保険医療

機関の名称を記録する。 

２ 保険医療機関名称が４０バイトに満たな

い場合は、後続する“スペース”を省略し

ても差し支えない。 

３ 臓器提供医療機関区分が“1”の場合は、

記録を省略する。 
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項    目 ﾓｰﾄﾞ 
最大 

ﾊﾞｲﾄ 

項目

形式
記  録  内  容 備  考 

医療機関所在地 漢字 ８０ 可変

１ 地方厚生（支）局長に届け出た保険医療

機関の所在地を記録する。 

２ 医療機関所在地が８０バイトに満たない

場合は、後続する“スペース”を省略して

も差し支えない。 

３ 臓器提供医療機関区分が“1”の場合は、

記録を省略する。 

電話番号 英数 １５ 可変

１ 保険医療機関の電話番号を記録する。 

２ 電話番号は市外局番、市内局番及び加入

者番号を記録すること。この場合におい

て、各番号の間にはカッコ又はハイフンを

用いることができる。 

３ 電話番号が１５バイトに満たない場合

は、後続する“スペース”を省略しても差

し支えない。 

４ 電話番号の記録は任意であり、記録しな

い場合は記録を省略する。 

５ 臓器提供医療機関区分が“1”の場合は、

記録を省略する。 
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（イ） 臓器提供者レセプト情報レコード 

項    目 ﾓｰﾄﾞ 
最大 

ﾊﾞｲﾄ 

項目

形式
記  録  内  容 備  考 

レコード識別情報 英数 ２ 固定 “TR”を記録する。 

レセプト番号 数字 ６ 可変

１ レコードが属する臓器提供医療機関ごと

に臓器提供者レセプト番号を記録順に１か

ら昇順に連続番号を記録する。 

２ 有効桁数が６桁に満たない場合は、有効

桁までの記録としても差し支えない。 

臓器提供者レセプト種別 数字 ４ 固定
臓器提供者レセプト種別コード（別表２

６）を記録する。 

診療年月 数字 ５ 固定

１ 診療年月を和暦で年号区分コード（別表

５）を含めた形で記録する。 

２ 数字“GYYMM”の形式で記録する。 

 

氏名 

英数 

又は 

漢字 

４０ 可変

１ 姓名を記録する。 

２ 姓と名の間に“スペース”を１桁記録す

る。 

３ 姓名が４０バイトに満たない場合は、後

続する"スペース"を省略しても差し支えな

い。 

４ 英数モードと漢字モードの文字を混在し

て記録しない。 

モード毎の桁数

は次のとおりと

する。 

英数:40桁 

漢字:20桁 

男女区分 数字 １ 固定 男女区分コード（別表７）を記録する。 

生年月日 数字 ７ 固定

１ 生年月日を和暦で年号区分コード（別表

５）を含めた形で記録する。 

２ 数字“GYYMMDD”の形式で記録する。 

予備 数字 ３ 可変 記録を省略する。 

入院年月日 数字 ７ 可変

１ 入院年月日を和暦で年号区分コード（別

表５）を含めた形で記録する。 

２ 数字“GYYMMDD”の形式で記録する。 

３ 入院レセプト以外の場合は、記録を省略

する。 

病棟区分 英数 ８ 可変

１ 当該臓器提供者が入院している病院又は

病棟の種類に該当する場合のみ、病棟区分

コード（別表８）を記録する。 

２ 月途中で異なる病棟区分に移動した場合

は、移動した順に記録する。ただし、最大

４つまでの記録を限度とする。 

３ 記録する際には、必ず２の倍数のバイト

数となる。 

４ 記録する病棟区分が８バイトに満たない

場合は、後続する“スペース”を省略して

も差し支えない。 

５ その他の場合は、記録を省略する。 

予備 数字 １ 可変 記録を省略する。 
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項    目 ﾓｰﾄﾞ 
最大 

ﾊﾞｲﾄ 

項目

形式
記  録  内  容 備  考 

レセプト特記事項 英数 １０ 可変

１ 特記事項が必要な場合は、レセプト特記

事項コード（別表１０）を順次、記録す

る。ただし、最大５つまでの記録を限度と

する。 

２ 記録する際には、必ず２の倍数のバイト

数となる。 

３ 記録するレセプト特記事項が１０バイト

に満たない場合は、後続する“スペース”

を省略しても差し支えない。 

４ その他の場合は、記録を省略する。 

予備 数字 ４ 可変 記録を省略する。  

カルテ番号等 英数 ２０ 可変

１ カルテ番号又は患者ＩＤ番号等を記録す

る。 

２ 記録するカルテ番号又は患者ＩＤ番号等

が２０バイトに満たない場合は、後続する

“スペース”を省略しても差し支えない。 

３ カルテ番号又は患者ＩＤ番号等の記録は

任意であり、記録しない場合は記録を省略

する。 

コンマと引用符

は内容を記録す

る文字として使

用 で き な い た

め 、 記 録 し な

い。 

割引点数単価 数字 ２ 可変

１ 保険者と臓器提供医療機関との間で割引

契約が締結されている場合は、割引点数単

価を記録する。 

２ 有効桁数が２桁に満たない場合は、有効

桁までの記録として差し支えない。 

３ その他の場合は、記録を省略する。 

予備 数字 １ 可変 記録を省略する。 

予備 数字 １ 可変 記録を省略する。 

予備 数字 ２ 可変 記録を省略する。 

 

注 GYYMM(DD)のGは年号区分コード（別表５）、YYは和暦年、MMは月、DDは日を示す。 
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（ウ） 臓器提供者請求情報レコード 

項    目 ﾓｰﾄﾞ 
最大 

ﾊﾞｲﾄ 

項目

形式
記  録  内  容 備  考 

レコード識別情報 英数 ２ 固定 “TS”を記録する。 

診療実日数 数字 ２ 可変

１ 臓器提供者の診療実日数を記録する。 

２ 有効桁数が２桁に満たない場合は、有効

桁までの記録としても差し支えない。 

合計点数 数字 ８ 可変

１ 臓器提供者の合計点数を記録する。 

２ 有効桁数が８桁に満たない場合は、有効

桁までの記録としても差し支えない。 

回数 数字 ２ 可変

１ 臓器提供者の食事療養及び生活療養の食

事回数を記録する。 

２ 有効桁数が２桁に満たない場合は、有効

桁までの記録としても差し支えない。 

３ 入院外レセプトの場合は、記録を省略す

る。 

食
事
療
養
・
生
活
療
養 合計金額 数字 ８ 可変

１ 臓器提供者の食事療養及び生活療養の合

計金額を記録する。 

２ 有効桁数が８桁に満たない場合は、有効

桁までの記録としても差し支えない。 

３ 入院外レセプトの場合は、記録を省略す

る。 

 

 

（エ） 傷病名レコード 

第１章－３－（４）－エ の「傷病名情報」の「傷病名レコード」と同じ。 

 

（オ） 診療行為レコード 

第１章－３－（４）－オ－（ア）の「摘要情報」の「診療行為レコード」と同じ。 

なお、負担区分は、臓器受容者のレセプト種別に該当したコード（別表２１）を記録する。 

 

（カ） 医薬品レコード 

第１章－３－（４）－オ－（イ）の「摘要情報」の「医薬品レコード」と同じ。 

なお、負担区分は、臓器受容者のレセプト種別に該当したコード（別表２１）を記録する。 

 

（キ） 特定器材レコード 

第１章－３－（４）－オ－（ウ）の「摘要情報」の「特定器材レコード」と同じ。 

なお、負担区分は、臓器受容者のレセプト種別に該当したコード（別表２１）を記録する。 

 

（ク） コメントレコード 

第１章－３－（４）－オ－（エ）の「摘要情報」の「コメントレコード」と同じ。 

なお、負担区分は、臓器受容者のレセプト種別に該当したコード（別表２１）を記録する。 

 

（ケ） 日計表レコード 

第１章－３－（４）－オ－（オ）の「摘要情報」の「日計表レコード」と同じ。 

 

（コ） 症状詳記レコード 

第１章－３－（４）－カ の「症状詳記情報」の「症状詳記レコード」と同じ。 
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ク 診療報酬請求書情報 

診療報酬請求書レコード 

項    目 ﾓｰﾄﾞ 最大 

ﾊﾞｲﾄ 
項目

形式
記  録  内  容 備  考 

レコード識別情報 英数 ２ 固定 “GO”を記録する。 

総件数 数字 ６ 可変

１ 保険医療機関（旧総合病院においては診

療科）単位のレセプト件数を合計して記録

する。 

２ 有効桁数が６桁に満たない場合は、有効

桁までの記録としても差し支えない。 

３ 複数ボリュームに分割して記録した場

合、保険医療機関（旧総合病院においては

診療科）単位の最終ボリューム以外は、記

録を省略する。 

総合計点数 数字 １０ 可変

１ 保険医療機関（旧総合病院においては診

療科）単位の各レセプトの主保険に係る合

計点数を合算して記録する。 

２ 有効桁数が１０桁に満たない場合は、有

効桁までの記録としても差し支えない。 

３ 複数ボリュームに分割して記録した場

合、保険医療機関（旧総合病院においては

診療科）単位の最終ボリューム以外は、記

録を省略する。 

マルチボリューム識別情報 数字 ２ 固定

保険医療機関（旧総合病院においては診療

科）単位に、最終ボリューム以外の場合は、

“01”から昇順に２桁の連続番号を記録し、

最終ボリュームの場合は“99”を記録する。 

 

注 総件数及び総合計点数については、レセプト種別ごとに下の表に掲げるレセプト件数及び合計点数を合算して算出

する。 

 

 

合計点数  

レセプト件数及び 

合計点数 

 

 

 

 

レセプト種別 

レ 

セ 

プ 

ト 

件 

数 

 

（件） 

保
険
者
レ
コ
ー
ド 

公
費
レ
コ
ー
ド 

医療保険単独 １ ○  

医療保険と１～４種の公費負担医療の併用 ２～５ ○  

公費負担医療単独 １  ○ 

２～４種の公費負担医療の併用 ２～４  ○ 
 

注１ 国民健康保険、退職者医療又は後期高齢者医療については、医療保険を国民健康保険、退職者医療又は後期高

齢者医療と読み替える。 

２ ○は合算箇所を示す。 

    ３ 公費レコードに係る合計点数は、レセプト毎の最初に記録された公費レコードの合計点数を総合計点数に合算

すること。 
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第２章 光ディスク等を用いた費用の請求に関する事項 

保険医療機関から審査支払機関への費用の請求を行う場合の厚生労働大臣の定める光ディスク若しくはフレキシブ

ルディスクに係る規格及び厚生労働大臣の定める方式については、本章に定めるところによる。 

なお、厚生労働大臣の定める事項については、第１章と同じとする。 

また、光ディスク等の記録形式をＭＳ－ＤＯＳフォーマットのＣＳＶ形式とする。 

 

１ 光ディスクに関する事項 

（１） マグネットオプティカルディスク（ＭＯ） 

ア 媒体関連仕様 

（ア） 媒体及び物理フォーマット 

ＪＩＳＸ６２７５－１９９７に適合する９０ｍｍ２３０ＭＢ又はＪＩＳＸ６２７７－１９９８に適合する

９０ｍｍ６４０ＭＢの光ディスクを使用する。 

 

（イ） 論理フォーマット 

光ディスクの論理フォーマットはＪＩＳＸ０６０５－１９９７に規定する情報記録方式に準拠する。 

 

（ウ） ファイル構成 

光ディスクのファイル構成は以下に規定するものを除きＪＩＳＸ０６０５－１９９７に準拠する。 

ａ ルートディレクトリのディレクトリ項目は以下のとおりとする。 

（ａ） ボリュームラベル項目の有無は任意とする。 

 

（ｂ） サブディレクトリ指示項目はあってはならない。 

 

（ｃ） ディレクトリ項目のうち使用中のファイル項目を以下に示す。 

文字位置 名   前 内      容 

１～ ８ 名前 “RECEIPTC” 

９～１１ 拡張名 “UKE” 

１２ 属性 (00)又は(20) 

１３～２２ 予約 ＪＩＳＸ０６０５－１９９７に準拠 

２３～２４ 記録時刻 ＪＩＳＸ０６０５－１９９７に準拠 

２５～２６ 記録日付 ＪＩＳＸ０６０５－１９９７に準拠 

２７～２８ 先頭クラスタ番号 ＪＩＳＸ０６０５－１９９７に準拠 

２９～３２ ファイル長 ＪＩＳＸ０６０５－１９９７に準拠 

注１ 文字列は、記述する文字を引用符でくくって表現する。 

２ １６進数は、０から９及びＡからＦを括弧でくくって表現する。 

 

ｂ その他のディレクトリ項目はすべて空きディレクトリ項目でなければならない。 

 

イ 情報表記仕様 

（ア） 請求ファイルの構成 

第１章－３－（３）－アの「電気通信回線」の「請求ファイルの構成」と同じ。 

 

    （イ） 請求ファイル構成イメージ 

第１章－３－（３）－イの「電気通信回線」の「請求ファイル構成イメージ」と同じ。 

 

（ウ） レコード形式 

第１章－３－（３）－ウの「電気通信回線」の「レコード形式」と同じ。 

 

（エ） 内容を表現する文字の符号 

第１章－３－（３）－エの「電気通信回線」の「内容を表現する文字の符号」と同じ。 
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ウ 各種レコードの記録要領に関する事項 

（ア） 医療機関情報 

第１章－３－（４）－アの「電気通信回線」の「医療機関情報」と同じ。 

 

（イ） レセプト共通情報 

第１章－３－（４）－イの「電気通信回線」の「レセプト共通情報」と同じ。 

 

（ウ） レセプト情報 

第１章－３－（４）－ウの「電気通信回線」の「レセプト情報」と同じ。 

 

（エ） 傷病名情報 

第１章－３－（４）－エの「電気通信回線」の「傷病名情報」と同じ。 

 

（オ） 摘要情報 

第１章－３－（４）－オの「電気通信回線」の「摘要情報」と同じ。 

 

（カ） 症状詳記情報 

第１章－３－（４）－カの「電気通信回線」の「症状詳記情報」と同じ。 

 

（キ） 臓器提供者レセプト情報 

第１章－３－（４）－キの「電気通信回線」の「臓器提供者レセプト情報」と同じ。 

 

（ク） 診療報酬請求書情報 

第１章－３－（４）－クの「電気通信回線」の「診療報酬請求書情報」と同じ。 
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（２） コンパクトディスク（ＣＤ－Ｒ） 

ア 媒体関連仕様 

（ア） 媒体及び物理フォーマット 

ＪＩＳ ＴＳ Ｘ００２５－２００５の規格に適合する１２０mm コンパクトディスクを使用する。 

 

（イ） 論理フォーマット 

論理フォーマットはＩＳＯ９６６０形式（レベル１）に準拠する。 

書き込みは、ディスクアットワンス（シングルセッション方式）方式とする。 

 

（ウ） ファイル構成 

第２章－１－（１）－ア－（ウ）の「マグネットオプティカルディスク」の「ファイル構成」と同じ。 

 

イ 情報表記仕様 

（ア） 請求ファイルの構成 

第１章－３－（３）－アの「電気通信回線」の「請求ファイルの構成」と同じ。 

 

    （イ） 請求ファイル構成イメージ 

          第１章－３－（３）－イの「電気通信回線」の「請求ファイル構成イメージ」と同じ。 

 

（ウ） レコード形式 

          第１章－３－（３）－ウの「電気通信回線」の「レコード形式」と同じ。 

 

（エ） 内容を表現する文字の符号 

      第１章－３－（３）－エの「電気通信回線」の「内容を表現する文字の符号」と同じ。 

 

    ウ 各種レコードの記録要領に関する事項 

（ア） 医療機関情報 

第１章－３－（４）－アの「電気通信回線」の「医療機関情報」と同じ。 

 

（イ） レセプト共通情報 

第１章－３－（４）－イの「電気通信回線」の「レセプト共通情報」と同じ。 

 

（ウ） レセプト情報 

第１章－３－（４）－ウの「電気通信回線」の「レセプト情報」と同じ。 

 

（エ） 傷病名情報 

第１章－３－（４）－エの「電気通信回線」の「傷病名情報」と同じ。 

 

（オ） 摘要情報 

第１章－３－（４）－オの「電気通信回線」の「摘要情報」と同じ。 

 

（カ） 症状詳記情報 

第１章－３－（４）－カの「電気通信回線」の「症状詳記情報」と同じ。 

 

（キ） 臓器提供者レセプト情報 

第１章－３－（４）－キの「電気通信回線」の「臓器提供者レセプト情報」と同じ。 

 

（ク） 診療報酬請求書情報 

第１章－３－（４）－クの「電気通信回線」の「診療報酬請求書情報」と同じ。 
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２ フレキシブルディスク（ＦＤ）に関する事項 

（１） 媒体関連仕様 

ア 媒体及び物理フォーマット 

（ア） 媒体 

ＪＩＳＸ６２２３－１９８７の規格に適合するフレキシブルディスクを使用する。 

 

（イ） 物理フォーマット 

物理フォーマットはＪＩＳＸ６２２５－１９９５に規定する情報記録方式に準拠する。 

 

イ 論理フォーマット 

論理フォーマットはＪＩＳＸ０６０５－１９９７に規定する情報記録方式に準拠する。 

 

ウ ファイル構成 

第２章－１－（１）－ア－（ウ）の「マグネットオプティカルディスク」の「ファイル構成」と同じ。 

 

（２） 情報表記仕様 

ア 請求ファイルの構成 

第１章－３－（３）－アの「電気通信回線」の「請求ファイルの構成」と同じ。 

 

    イ 請求ファイル構成イメージ 

      第１章－３－（３）－イの「電気通信回線」の「請求ファイル構成イメージ」と同じ。 

 

ウ レコード形式 

        第１章－３－（３）－ウの「電気通信回線」の「レコード形式」と同じ。 

 

エ 内容を表現する文字の符号 

      第１章－３－（３）－エの「電気通信回線」の「内容を表現する文字の符号」と同じ。 

 

（３） 各種レコードの記録要領に関する事項 

ア 医療機関情報 

第１章－３－（４）－アの「電気通信回線」の「医療機関情報」と同じ。 

 

イ レセプト共通情報 

第１章－３－（４）－イの「電気通信回線」の「レセプト共通情報」と同じ。 

 

ウ レセプト情報 

第１章－３－（４）－ウの「電気通信回線」の「レセプト情報」と同じ。 

 

エ 傷病名情報 

第１章－３－（４）－エの「電気通信回線」の「傷病名情報」と同じ。 

 

オ 摘要情報 

第１章－３－（４）－オの「電気通信回線」の「摘要情報」と同じ。 

 

カ 症状詳記情報 

第１章－３－（４）－カの「電気通信回線」の「症状詳記情報」と同じ。 

 

キ 臓器提供者レセプト情報 

第１章－３－（４）－キの「電気通信回線」の「臓器提供者レセプト情報」と同じ。 

 

ク 診療報酬請求書情報 

第１章－３－（４）－クの「電気通信回線」の「診療報酬請求書情報」と同じ。 
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各種コードに関する事項 
 

別表１ 審査支払機関コード 

コ ー ド 名 コ  ー  ド 内     容 

１ 社会保険診療報酬支払基金 
審査支払機関コード 

２ 国民健康保険団体連合会 
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別表２ 都道府県コード 

コ ー ド 名 コ  ー  ド 内     容 
０１ 北 海 道 
０２ 青   森 

０３ 岩   手 

０４ 宮   城 

０５ 秋   田 

０６ 山   形 

０７ 福   島 

０８ 茨   城 

０９ 栃   木 

１０ 群   馬 

１１ 埼   玉 

１２ 千   葉 

１３ 東   京 

１４ 神 奈 川 

１５ 新   潟 

１６ 富   山 

１７ 石   川 

１８ 福   井 

１９ 山   梨 

２０ 長   野 

２１ 岐   阜 

２２ 静   岡 

２３ 愛   知 

２４ 三   重 

２５ 滋   賀 

２６ 京   都 

２７ 大   阪 

２８ 兵   庫 

２９ 奈   良 

３０ 和 歌 山 

３１ 鳥   取 

３２ 島   根 

３３ 岡   山 

３４ 広   島 

３５ 山   口 

３６ 徳   島 

３７ 香   川 

３８ 愛   媛 

３９ 高   知 

４０ 福   岡 

４１ 佐   賀 

４２ 長   崎 

４３ 熊   本 

４４ 大   分 

４５ 宮   崎 

４６ 鹿 児 島 

都 道 府 県 コ ー ド 

４７ 沖   縄 
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別表３ 点数表コード 

コ ー ド 名 コ  ー  ド 内     容 

点 数 表 コ ー ド １ 医 科 
 

別表４ 診療科コード 

コ ー ド 名 コ  ー  ド 内     容 

０１ 内 科  

０２ 精 神 科  

０３ 神 経 科  

０４ 神 経 内 科  

０５ 呼 吸 器 科  

０６ 消 化 器 科  

０７ 胃 腸 科  

０８ 循 環 器 科  

０９ 小 児 科  

１０ 外 科  

１１ 整 形 外 科  

１２ 形 成 外 科  

１３ 美 容 外 科  

１４ 脳 神 経 外 科  

１５ 呼 吸 器 外 科  

１６ 心 臓 血 管 外 科  

１７ 小 児 外 科  

１８ 皮 膚 ひ 尿 器 科  

１９ 皮 膚 科  

２０ ひ 尿 器 科  

２１ 性 病 科  

２２ こ う 門 科  

２３ 産 婦 人 科  

２４ 産 科  

２５ 婦 人 科  

２６ 眼 科  

２７ 耳 鼻 い ん こ う 科  

２８ 気 管 食 道 科  

３０ 放 射 線 科  

３１ 麻 酔 科  

３３ 心 療 内 科  

３４ ア レ ル ギ ー 科  

３５ リ ウ マ チ 科  

診 療 科 コ ー ド 

３６ リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 科  

 

別表５ 年号区分コード 

コ ー ド 名 コ  ー  ド 内     容 

１ 明 治 

２ 大 正 

３ 昭 和 
年号区分コード 

４ 平 成 
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別表６ レセプト種別コード（医科） 

コード名 コード 社会保険診療報酬支払基金 国民健康保険団体連合会 

１１１１ 医科・医保単独      ・本人     ・入院 医科・国保単独       ・世帯主    ・入院 

１１１２ 〃 ・  〃       ・本人     ・入院外 〃 ・  〃        ・世帯主    ・入院外

１１１３ 〃 ・  〃       ・未就学者   ・入院 〃 ・  〃        ・未就学者   ・入院 

１１１４ 〃 ・  〃       ・未就学者   ・入院外 〃 ・  〃        ・未就学者   ・入院外

１１１５ 〃 ・  〃       ・家族     ・入院 〃 ・  〃        ・その他    ・入院 

１１１６ 〃 ・  〃       ・家族     ・入院外 〃 ・  〃        ・その他    ・入院外

１１１７ 〃 ・  〃 ・高齢受給者一般・低所得者 ・入院 〃 ・  〃  ・高齢受給者一般・低所得者 ・入院 

１１１８ 〃 ・  〃 ・高齢受給者一般・低所得者 ・入院外 〃 ・  〃  ・高齢受給者一般・低所得者 ・入院外

１１１９ 〃 ・  〃       ・高齢受給者７割・入院 〃 ・  〃        ・高齢受給者７割・入院 

１１１０ 〃 ・  〃       ・高齢受給者７割・入院外 〃 ・  〃        ・高齢受給者７割・入院外

１１２１ 〃  ・医保と１種の公費併用・本人     ・入院 〃  ・国保と１種の公費併用 ・世帯主    ・入院 

１１２２ 〃 ・  〃       ・本人     ・入院外 〃 ・  〃        ・世帯主    ・入院外

１１２３ 〃 ・  〃       ・未就学者   ・入院 〃 ・  〃        ・未就学者   ・入院 

１１２４ 〃 ・  〃       ・未就学者   ・入院外 〃 ・  〃        ・未就学者   ・入院外

１１２５ 〃 ・  〃       ・家族     ・入院 〃 ・  〃        ・その他    ・入院 

１１２６ 〃 ・  〃       ・家族     ・入院外 〃 ・  〃        ・その他    ・入院外

１１２７ 〃 ・  〃 ・高齢受給者一般・低所得者 ・入院 〃 ・  〃  ・高齢受給者一般・低所得者 ・入院 

１１２８ 〃 ・  〃 ・高齢受給者一般・低所得者 ・入院外 〃 ・  〃  ・高齢受給者一般・低所得者 ・入院外

１１２９ 〃 ・  〃       ・高齢受給者７割・入院 〃 ・  〃        ・高齢受給者７割・入院 

１１２０ 〃 ・  〃       ・高齢受給者７割・入院外 〃 ・  〃        ・高齢受給者７割・入院外

１１３１ 〃  ・医保と２種の公費併用・本人     ・入院 〃  ・国保と２種の公費併用 ・世帯主    ・入院 

１１３２ 〃 ・  〃       ・本人     ・入院外 〃 ・  〃        ・世帯主    ・入院外

１１３３ 〃 ・  〃       ・未就学者   ・入院 〃 ・  〃        ・未就学者   ・入院 

１１３４ 〃 ・  〃       ・未就学者   ・入院外 〃 ・  〃        ・未就学者   ・入院外

１１３５ 〃 ・  〃       ・家族     ・入院 〃 ・  〃        ・その他    ・入院 

１１３６ 〃 ・  〃       ・家族     ・入院外 〃 ・  〃        ・その他    ・入院外

１１３７ 〃 ・  〃 ・高齢受給者一般・低所得者 ・入院 〃 ・  〃  ・高齢受給者一般・低所得者 ・入院 

１１３８ 〃 ・  〃 ・高齢受給者一般・低所得者 ・入院外 〃 ・  〃  ・高齢受給者一般・低所得者 ・入院外

１１３９ 〃 ・  〃       ・高齢受給者７割・入院 〃 ・  〃        ・高齢受給者７割・入院 

１１３０ 〃 ・  〃       ・高齢受給者７割・入院外 〃 ・  〃        ・高齢受給者７割・入院外

１１４１ 〃  ・医保と３種の公費併用・本人     ・入院 〃 ・国保と３種の公費併用 ・世帯主    ・入院 

１１４２ 〃 ・  〃       ・本人     ・入院外 〃 ・  〃        ・世帯主    ・入院外

１１４３ 〃 ・  〃       ・未就学者   ・入院 〃 ・  〃        ・未就学者   ・入院 

１１４４ 〃 ・  〃       ・未就学者   ・入院外 〃 ・  〃        ・未就学者   ・入院外

１１４５ 〃 ・  〃       ・家族     ・入院 〃 ・  〃        ・その他    ・入院 

１１４６ 〃 ・  〃       ・家族     ・入院外 〃 ・  〃        ・その他    ・入院外

１１４７ 〃 ・  〃 ・高齢受給者一般・低所得者 ・入院 〃 ・  〃  ・高齢受給者一般・低所得者 ・入院 

１１４８ 〃 ・  〃 ・高齢受給者一般・低所得者 ・入院外 〃 ・  〃  ・高齢受給者一般・低所得者 ・入院外

１１４９ 〃 ・  〃       ・高齢受給者７割・入院 〃 ・  〃        ・高齢受給者７割・入院 

レセプト 

種  別 

（医科） 

１１４０ 〃 ・  〃       ・高齢受給者７割・入院外 〃 ・  〃        ・高齢受給者７割・入院外
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コード名 コード 社会保険診療報酬支払基金 国民健康保険団体連合会 

１１５１ 医科・医保と４種の公費併用・本人     ・入院 医科・国保と４種の公費併用 ・世帯主    ・入院 

１１５２ 〃 ・  〃       ・本人     ・入院外 〃 ・  〃        ・世帯主    ・入院外

１１５３ 〃 ・  〃       ・未就学者   ・入院 〃 ・  〃        ・未就学者   ・入院 

１１５４ 〃 ・  〃       ・未就学者   ・入院外 〃 ・  〃        ・未就学者   ・入院外

１１５５ 〃 ・  〃       ・家族     ・入院 〃 ・  〃        ・その他    ・入院 

１１５６ 〃 ・  〃       ・家族     ・入院外 〃 ・  〃        ・その他    ・入院外

１１５７ 〃 ・  〃 ・高齢受給者一般・低所得者 ・入院 〃 ・  〃  ・高齢受給者一般・低所得者 ・入院 

１１５８ 〃 ・  〃 ・高齢受給者一般・低所得者 ・入院外 〃 ・  〃  ・高齢受給者一般・低所得者 ・入院外

１１５９ 〃 ・  〃       ・高齢受給者７割・入院 〃 ・  〃        ・高齢受給者７割・入院 

１１５０ 〃 ・  〃       ・高齢受給者７割・入院外 〃 ・  〃        ・高齢受給者７割・入院外

１２１１ 〃 ・公費単独              ・入院  ────────────────────── 

１２１２ 〃 ・  〃               ・入院外  ────────────────────── 

１２２１ 〃 ・２種の公費併用           ・入院  ────────────────────── 

１２２２ 〃 ・  〃               ・入院外  ────────────────────── 

１２３１ 〃 ・３種の公費併用           ・入院  ────────────────────── 

１２３２ 〃 ・  〃               ・入院外  ────────────────────── 

１２４１ 〃 ・４種の公費併用           ・入院  ────────────────────── 

１２４２ 〃 ・  〃               ・入院外  ────────────────────── 

１３１７ 〃 ・後期高齢者単独  ・一般・低所得者 ・入院 医科・後期高齢者単独   ・一般・低所得者 ・入院 

１３１８ 〃 ・  〃      ・一般・低所得者 ・入院外 〃 ・  〃       ・一般・低所得者 ・入院外

１３１９ 〃 ・  〃       ・７割     ・入院 〃 ・  〃        ・７割     ・入院 

１３１０ 〃 ・  〃       ・７割     ・入院外 〃 ・  〃        ・７割     ・入院外

１３２７ 〃  ・後期高齢者と１種の公費併用 

・一般・低所得者 ・入院 

〃  ・後期高齢者と１種の公費併用  

・一般・低所得者 ・入院 

１３２８ 〃 ・  〃      ・一般・低所得者 ・入院外 〃 ・  〃       ・一般・低所得者 ・入院外

１３２９ 〃 ・  〃       ・７割     ・入院 〃 ・  〃        ・７割     ・入院 

１３２０ 〃 ・  〃       ・７割     ・入院外 〃 ・  〃        ・７割     ・入院外

１３３７ 〃  ・後期高齢者と２種の公費併用 

・一般・低所得者 ・入院 

〃  ・後期高齢者と２種の公費併用  

・一般・低所得者 ・入院 

１３３８ 〃 ・  〃      ・一般・低所得者 ・入院外 〃 ・  〃       ・一般・低所得者 ・入院外

１３３９ 〃 ・  〃       ・７割     ・入院 〃 ・  〃        ・７割     ・入院 

１３３０ 〃 ・  〃       ・７割     ・入院外 〃 ・  〃        ・７割     ・入院外

１３４７ 〃  ・後期高齢者と３種の公費併用 

・一般・低所得者 ・入院 

〃  ・後期高齢者と３種の公費併用  

・一般・低所得者 ・入院 

１３４８ 〃 ・  〃      ・一般・低所得者 ・入院外 〃 ・  〃       ・一般・低所得者 ・入院外

１３４９ 〃 ・  〃       ・７割     ・入院 〃 ・  〃        ・７割     ・入院 

１３４０ 〃 ・  〃       ・７割     ・入院外 〃 ・  〃        ・７割     ・入院外

１３５７ 〃  ・後期高齢者と４種の公費併用 

・一般・低所得者 ・入院 

〃  ・後期高齢者と４種の公費併用  

・一般・低所得者 ・入院 

１３５８ 〃 ・  〃      ・一般・低所得者 ・入院外 〃 ・  〃       ・一般・低所得者 ・入院外

１３５９ 〃 ・  〃       ・７割     ・入院 〃 ・  〃        ・７割     ・入院 

レセプト 

種  別 

（医科） 

１３５０ 〃 ・  〃       ・７割     ・入院外 〃 ・  〃        ・７割     ・入院外
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コード名 コード 社会保険診療報酬支払基金 国民健康保険団体連合会 

１４１１  ───────────────────── 医科・退職者単独      ・本人     ・入院 

１４１２  ───────────────────── 〃 ・  〃        ・本人     ・入院外

１４１３  ───────────────────── 〃 ・  〃        ・未就学者   ・入院 

１４１４  ───────────────────── 〃 ・  〃        ・未就学者   ・入院外

１４１５  ───────────────────── 〃 ・  〃        ・家族     ・入院 

１４１６  ───────────────────── 〃 ・  〃        ・家族     ・入院外

１４２１  ───────────────────── 〃 ・退職者と１種の公費併用・本人     ・入院 

１４２２  ───────────────────── 〃 ・  〃        ・本人     ・入院外

１４２３  ───────────────────── 〃 ・  〃        ・未就学者   ・入院 

１４２４  ───────────────────── 〃 ・  〃        ・未就学者   ・入院外

１４２５  ───────────────────── 〃 ・  〃        ・家族     ・入院 

１４２６  ───────────────────── 〃 ・  〃        ・家族     ・入院外

１４３１  ───────────────────── 〃 ・退職者と２種の公費併用・本人     ・入院 

１４３２  ───────────────────── 〃 ・  〃        ・本人     ・入院外

１４３３  ───────────────────── 〃 ・  〃        ・未就学者   ・入院 

１４３４  ───────────────────── 〃 ・  〃        ・未就学者   ・入院外

１４３５  ───────────────────── 〃 ・  〃        ・家族     ・入院 

１４３６  ───────────────────── 〃 ・  〃        ・家族     ・入院外

１４４１  ───────────────────── 〃 ・退職者と３種の公費併用・本人     ・入院 

１４４２  ───────────────────── 〃 ・  〃        ・本人     ・入院外

１４４３  ───────────────────── 〃 ・  〃        ・未就学者   ・入院 

１４４４  ───────────────────── 〃 ・  〃        ・未就学者   ・入院外

１４４５  ───────────────────── 〃 ・  〃        ・家族     ・入院 

１４４６  ───────────────────── 〃 ・  〃        ・家族     ・入院外

１４５１  ───────────────────── 医科・退職者と４種の公費併用・本人     ・入院 

１４５２  ───────────────────── 〃 ・  〃        ・本人     ・入院外

１４５３  ───────────────────── 〃 ・  〃        ・未就学者   ・入院 

１４５４  ───────────────────── 〃 ・  〃        ・未就学者   ・入院外

１４５５  ───────────────────── 〃 ・  〃        ・家族     ・入院 

レセプト 

種  別 

（医科） 

１４５６  ───────────────────── 〃 ・  〃        ・家族     ・入院外
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別表７ 男女区分コード 

コ ー ド 名 コ  ー  ド 内     容 

１ 男 
男女区分コード 

２ 女 

 

別表８ 病棟区分コード 

コ ー ド 名 コ  ー  ド 内     容 

０１ 精 神（精神病棟） 

０２ 結 核（結核病棟） 病棟区分コード 

０７ 療 養（療養病棟） 

 

別表９ 一部負担金・食事療養費・生活療養費標準負担額区分コード 

コ  ー  ド  名 コ ー ド 内     容 

１ 

入院時負担金額又は外来時一部負担金額並び

に食事療養又は生活療養に係る標準負担額に

ついて、限度額適用・標準負担額減額認定証

又は低所得者世帯の特定疾患医療受給者証若

しくは小児慢性特定疾患医療受診券（適用区

分がＣ又はⅡ）の交付を受けている者（入院

日数が９０日以下の者） 

・低所得者Ⅱ 

２ 

入院時負担金額並びに食事療養又は生活療養

に係る標準負担額について、限度額適用・標

準負担額減額認定証又は低所得者世帯の特定

疾患医療受給者証若しくは小児慢性特定疾患

医療受診券（適用区分がＣ又はⅡ）の交付を

受けている者（入院日数が９０日を超える

者） 

・低所得者Ⅱ 

３ 

入院時負担金額又は外来時一部負担金額並び

に食事療養又は生活療養に係る標準負担額に

ついて、限度額適用・標準負担額減額認定証

又は低所得者世帯の特定疾患医療受給者証

（適用区分がⅠ）の交付を受けている者 

・低所得者Ⅰ 

一部負担金・ 

 

食事療養費・生活療養費 

 

標準負担額区分コード 

４ 

入院時負担金額又は外来時一部負担金額並び

に食事療養又は生活療養に係る標準負担額に

ついて、限度額適用・標準負担額減額認定証

又は低所得者世帯の特定疾患医療受給者証

（適用区分がⅠ）の交付を受けている者であ

って、老齢福祉年金を受給している者 

・低所得者Ⅰ 
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別表１０ レセプト特記事項コード 

コ ー ド 名 コ  ー  ド 内     容 

０１ 公 

０２ 長 

０３ 長 処 

０４ 後 保 

０７ 老 併 

０８ 老 健 

０９ 施 

１０ 第 三 

１１ 薬 治 

１２ 器 治 

１３ 先 進 

１４ 制 超 

１５ 経 過 

１６ 長 ２ 

１７ 上 位 

１８ 一 般 

１９ 低 所 

２０ 二 割 

２１ 高 半 

２２ 多 上 

２３ 多 一 

２４ 多 低 

レセプト特記事項コード 

２５ 出 産 

注  レセプト特記事項の取扱いについては、「診療報酬請求書等の記載要領等について」（昭和５１．８．７保険発 

第８２号）による。 

 

別表１１ 医療法診療科コード 

コ ー ド 名 コ  ー  ド 内     容 

０１ 内 科  

０２ 精 神 科  

０９ 小 児 科  

１０ 外 科  

１９ 皮 膚 科  

２０ ひ 尿 器 科  

２３ 産 婦 人 科 （ 産 科 又 は 婦 人 科 ）  

２６ 眼 科  

２７ 耳 鼻 い ん こ う 科  

３０ 放 射 線 科 （ 放 射 線 診 断 科 又 は 放

射 線 治 療 科 ）  

３４ ア レ ル ギ ー 科  

３５ リ ウ マ チ 科  

３６ リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 科  

３７ 病 理 診 断 科  

３８ 臨 床 検 査 科  

医療法診療科コード 

３９ 救 急 科  
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別表１２ 医療法診療科１コード 

コ ー ド 名 コ  ー  ド 内     容 

００１ 頭 頸 部  

００２ 胸 部  

００３ 腹 部  

００４ 呼 吸 器  

００５ 消 化 器  

００６ 循 環 器  

００７ 気 管 食 道  

００８ 肛 門  

００９ 血 管  

０１０ 心 臓 血 管  

０１１ 腎 臓  

０１２ 脳 神 経  

０１３ 神 経  

０１４ 血 液  

０１５ 乳 腺  

０１６ 内 分 泌  

０１７ 代 謝  

０１８ 頭 部  

０１９ 頸 部  

０２０ 気 管  

０２１ 気 管 支  

０２２ 肺  

０２３ 食 道  

０２４ 胃 腸  

０２５ 十 二 指 腸  

０２６ 小 腸  

０２７ 大 腸  

０２８ 肝 臓  

０２９ 胆 の う  

０３０ 膵 臓  

０３１ 心 臓  

０３２ 脳  

医療法診療科１コード 

０３３ 脂 質 代 謝  

 

別表１３ 医療法診療科２コード 

コ ー ド 名 コ  ー  ド 内     容 

００１ 男 性  

００２ 女 性  

００３ 小 児  

００４ 老 人  

００５ 周 産 期  

００６ 新 生 児  

００７ 児 童  

００８ 思 春 期  

医療法診療科２コード 

００９ 老 年  
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０１０ 高 齢 者  

 

別表１４ 医療法診療科３コード 

コ ー ド 名 コ  ー  ド 内     容 

００１ 整 形  

００２ 形 成  

００３ 美 容  

００４ 心 療  

００５ 薬 物 療 法  

００６ 透 析  

００７ 移 植  

００８ 光 学 医 療  

００９ 生 殖 医 療  

０１０ 疼 痛 緩 和  

０１１ 漢 方  

０１２ 化 学 療 法  

０１３ 人 工 透 析  

０１４ 臓 器 移 植  

０１５ 骨 髄 移 植  

０１６ 内 視 鏡  

０１７ 不 妊 治 療  

０１８ 緩 和 ケ ア  

医療法診療科３コード 

０１９ ペ イ ン ク リ ニ ッ ク  

 

別表１５ 医療法診療科４コード 

コ ー ド 名 コ  ー  ド 内     容 

００１ 感 染 症  

００２ 腫 瘍  

００３ 糖 尿 病  

００４ ア レ ル ギ ー 疾 患  

００５ 性 感 染 症  

医療法診療科４コード 

００６ が ん  

 

別表１６ 職務上の事由コード 

コ ー ド 名 コ  ー  ド 内     容 

１ 職 上（職務上） 

２ 下 ３（下船後３月以内） 職務上の事由コード 

３ 通 災（通勤災害） 

 

別表１７ 減免区分コード 

コ ー ド 名 コ  ー  ド 内     容 

１ 減 額 

２ 免 除 減免区分コード  

３ 支払猶予 
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別表１８ 転帰区分コード 

コ ー ド 名 コ  ー  ド 内     容 

１ 治ゆ、死亡、中止以外 

２ 治 ゆ 

３ 死 亡 
転帰区分コード 

４ 中 止（転医） 

 

別表１９ 主傷病コード 

コ ー ド 名 コ  ー  ド 内     容 

主 傷 病 コ ー ド ０１ （主） 

 

別表２０ 診療識別コード（医科） 

コ ー ド 名 コード 入      院 入   院   外 

０１ 全体に係る識別コード 

１１ 初診 

１２  再診 

１３ 医学管理 

１４ 在宅 

２１ 内服 

２２ 屯服 

２３ 外用 

２４ 調剤  

２５    処方 

２６ 麻毒 

２７ 調基 

２８ 

投 

 

 

 

 

薬 

その他  

３１ 皮下筋肉内 

３２ 静脈内 

３３ 

注 

射 
その他 

３９ 薬剤料減点  

４０ 処置 

５０ 手術 

５４ 麻酔 

６０ 検査・病理 

７０ 画像診断 

８０ その他 

９０ 入院基本料 

９２ 

入 

院 特定入院料・その他 

９７ 食事療養・生活療養・標準負担額 

 

診療識別コード 

 

（医科） 

９９ 全体に係る識別コード 
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別表２１ 負担区分コード  

 負担区分コード 医保 公費① 公費② 公費③ 公費④ 

１ ○     

５  ○    

６   ○   

Ｂ    ○  

１者 

Ｃ     ○ 

２ ○ ○    

３ ○  ○   

Ｅ ○   ○  

Ｇ ○    ○ 

７  ○ ○   

Ｈ  ○  ○  

Ｉ  ○   ○ 

Ｊ   ○ ○  

Ｋ   ○  ○ 

２者 

Ｌ    ○ ○ 

４ ○ ○ ○   

Ｍ ○ ○  ○  

Ｎ ○ ○   ○ 

Ｏ ○  ○ ○  

Ｐ ○  ○  ○ 

Ｑ ○   ○ ○ 

Ｒ  ○ ○ ○  

Ｓ  ○ ○  ○ 

Ｔ  ○  ○ ○ 

３者 

Ｕ   ○ ○ ○ 

Ｖ ○ ○ ○ ○  

Ｗ ○ ○ ○  ○ 

Ｘ ○ ○  ○ ○ 

Ｙ ○  ○ ○ ○ 

４者 

Ｚ  ○ ○ ○ ○ 

医 

保 

と 

公 

費 

又 

は 

公 

費 

と 

公 

費 

の 

併 

用 
５者 ９ ○ ○ ○ ○ ○ 

注１ ○は請求点数のある管掌（法別）である。 

 ２ 国民健康保険、退職者医療又は後期高齢者医療については、医療保険を国民健康保険、退職者医療又は後期高齢者

医療と読み替える。 



 

                                                  - 43 -

別表２２ 特定器材単位コード 

コ ー ド 名 コ  ー  ド 内     容 

００１ 分 

００２ 回 

００３ 種 

００４ 箱 

００５ 巻 

００６ 枚 

００７ 本 

００８ 組 

００９ セット 

０１０ 個 

０１１ 裂 

０１２ 方向 

０１３ トローチ 

０１４ アンプル 

０１５ カプセル 

０１６ 錠 

０１７ 丸 

０１８ 包 

０１９ 瓶 

０２０ 袋 

０２１ 瓶（袋） 

０２２ 管 

０２３ シリンジ 

０２４ 回分 

０２５ テスト分 

０２６ ガラス筒 

０２７ 桿錠 

０２８ 単位 

０２９ 万単位 

０３０ フィート 

０３１ 滴 

０３２ ｍｇ 

０３３ ｇ 

０３４ ｋｇ 

０３５ ｃｃ 

０３６ ｍＬ 

０３７ Ｌ 

０３８ ｍＬＶ 

０３９ バイアル 

０４０ ｃｍ 

０４１ ｃｍ２ 

０４２ ｍ 

特定器材単位コード 

０４３ μＣｉ 
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コ ー ド 名 コ  ー  ド 内     容 

０４４ ｍＣｉ 

０４５ μｇ 

０４６ 管（瓶） 

０４７ 筒 

０４８ ＧＢｑ 

０４９ ＭＢｑ 

０５０ ＫＢｑ 

０５１ キット 

０５２ 国際単位 

０５３ 患者当り 

０５４ 気圧 

０５５ 缶 

０５６ 手術当り 

０５７ 容器 

０５８ ｍＬ（ｇ） 

０５９ ブリスター 

特定器材単位コード 

０６０ シート 

 

別表２３ 症状詳記区分コード 

コード名 コード 内       容 

０１ 
患者の主たる疾患（合併症を含む。）の診断根拠とな

った臨床症状 

０２ 
患者の主たる疾患（合併症を含む。）の診断根拠とな

った臨床症状の診察・検査所見 

０３ 主な治療行為（手術、処置、薬物治療等）の必要性 

０４ 主な治療行為（手術、処置、薬物治療等）の経過 

０５ 
診療報酬明細書の合計点数が１００万点以上の場合に

おける薬剤に係る症状等 

０６ 
診療報酬明細書の合計点数が１００万点以上の場合に

おける処置に係る症状等 

療養の給付及び公費負担医療

に関する費用の請求に関する

省令第１条第２項の規定に基

づく診療報酬明細書の場合 

０７ その他 

治験概要の添付が必要な診療

報酬明細書の場合 
５０ 

厚生労働大臣の定める評価療養及び選定療養第１条第

２号及び第３号の規定に基づく薬事法に規定する治験

に係る治験概要 

疾患別リハビリテーションに

係る治療継続の理由等の記載

の必要な診療報酬明細書の場

合 

５１ 

疾患別リハビリテーション（心大血管疾患、脳血管疾

患等、運動器及び呼吸器）に係る治療継続の理由等の

記載 

廃用症候群に係る評価表 ５２ 

廃用症候群に該当するものとして脳血管疾患等リハビ

リテーション料を算定する場合の、廃用をもたらすに

至った要因等の記載 

症
状
詳
記
区
分
コ
ー
ド 

上記以外の診療報酬明細書の

場合 
９０ 

療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関

する省令第１条第２項の規定に基づく診療報酬明細書

以外の診療報酬明細書の症状詳記 
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別表２４ 臓器提供区分コード 

コ  ー  ド  名 コ ー ド 内     容 

１ 腎提供者 

２ 骨髄提供者 

３ 皮膚提供者 

４ 肝提供者 

臓器提供区分コード 

５ 肺提供者 

 

別表２５ 臓器提供医療機関区分コード 

コ  ー  ド  名 コ ー ド 内     容 

１ 添付先レセプトと同一の医療機関 
臓器提供医療機関区分 

コード 
２ 添付先レセプトと異なる医療機関 

 

別表２６ 臓器提供者レセプト種別コード 

コ  ー  ド  名 コ ー ド 内     容 

１９９１ 臓器提供者の入院（一般） 

１９９２ 臓器提供者の入院外（一般） 

１９９７ 臓器提供者の入院（後期高齢者） 

臓器提供者レセプト種別 

コード 

１９９８ 臓器提供者の入院外（後期高齢者） 

 


